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市 有 財 産 公 売 募 集 要 項 

 

 下記市有財産を先着順により公売します。 

１ 入札対象物件 

（１）物件番号  ８－４（土地建物付き） 

（２）土  地 

所 在 地 目 地積（登記簿・実測） 

鴻巣市箕田字宮地４２６５番１ 宅地 ９６７．４３㎡ 

   

  都市計画区域：市街化調整区域 

（３）建物 

名称・構造 築年月（検査済証年月） 延床面積 

 

 

 

旧あしたば

第一作業所 

作業所棟 

鉄骨造平屋建 

 

 

 

平成４年３月６日 

４４４．６１㎡ 

陶芸窯置場棟 

鉄骨造平屋建 

１４㎡ 

自転車置場棟 

鉄骨造 

１３．７２㎡ 

スロープ上部屋根 

鉄骨造 

４．８６㎡ 

倉庫 

鉄骨造平屋建 

平成１２年１月１３日 １８．６０㎡ 

  ※建物はすべて未登記です。 

  ※建築許可について、次項を参照してください。 

（４）価格  ２７，０００，０００円（※税抜価格） 

 ※建物部分には別途消費税がかかるので注意してください。売却金額（契約金

額）は土地＋（建物×1.10）となります。土地価格と建物価格の内訳は、土地

価格と建物価格の比率により、市が決定するものとします。 

（比率） 

①土地：8,934,400円（33.09％） 

②建物：18,065,600円（66.91％）×1.1＝19,872,160円 

 ①＋②＝28,806,560円 

 ※インボイスは契約価格すべての入金をもって、建物・土地の内訳を記載し発

行します。発行を希望する場合は契約時にお申し出ください。 
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２ 建築許可に関する事前相談 

物件は、都市計画法第４３条の建築許可が必要となりますので、申込み前に鴻巣

市建築住宅課へ事前相談してください。回答には期間を要する場合がありますが、

事前相談後の先着順による申込となりますので、あらかじめご了承ください。 

なお、事前相談にあたり、平面図等の図面は別添「図面一式（竣工図・作業所棟

ほか）」及び「図面一式（倉庫）」のとおりですが、不鮮明な箇所等がある場合、鴻

巣市資産管理課で閲覧も可能です。 

また、市が所有する次の資料の写しは、鴻巣市資産管理課から希望者へ提供する

ものとします。 

（１）作業所棟・陶芸窯置場棟・自転車置場棟・スロープ上部屋根 

  ・建築台帳記載事項証明書 

  ・確認通知書（副本）※頭紙の写しのみ存在 

  ・開発行為又は建築等に関する証明（副本）（都市計画法第４３条適合証明） 

（２）倉庫 

  ・建築基準法第７条第５項の規定による検査済証 

  ・建築基準法第６条第１項の規定による確認済証 

  ・開発行為又は建築等に関する証明（副本）（都市計画法第４３条適合証明） 

 

（参考）現在の用途 

申請人（使用者）：鴻巣市 用途：「身心障害者授産施設」 

３ 留意事項 

（１）物件は、地下埋設物、その他存置物すべてを現状有姿【あるがままのかたち】で

引渡しとなりますので、現地及び周辺環境の状況は自身で確認してください。なお、

「５ 現地確認及び物件の調査」に示すとおり、建物内の確認が可能です。 

（図面が現状と相違している場合や地下埋設物、その他存置物があった場合でも、

現状を優先します。）地下埋設物、その他存置物等の除去や地盤改良等が必要である

ときは、すべて売却決定者において行っていただきます。 

（２）売買物件を利用するに当たっては、公序良俗に反することのないようにしてくだ

さい。また、建築確認や開発許可においては、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）及び都市計画法（昭和４３年法律第１００号）並びに県、市町村の条例等に

より、指導が行われる場合がありますので、事前に関係機関に確認してください。 

（３）物件の利用及び建築物の建築に当たって、関係機関及び近隣住民等との協議、説

明及び調整等はすべて、自らの責任で誠意をもって行ってください。また、売却決

定者は、工事等に伴う騒音、振動等や建築物の建築による電波障害、風害、日影等

の周辺への影響に留意するとともに、近隣住民等からの申出に対し、自らの責任で

対応してください。 
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（５）越境物があった場合、隣接土地所有者との協議については、すべて売却決定者に

おいて行っていただきます。 

（６）売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、市の責めに帰す

ることのできない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害が生じたときは、そ

の損害は売却決定者の負担とします。 

（７）売却決定者は、売買契約締結後、物件の種類、品質、数量等に関して、本契約の

内容に適合しない状態があることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償

の請求又は契約の解除をすることができません。ただし、売却決定者が消費者契約

法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に該当する場合は、この限りではあり

ません。 

（８）本件の現地における境界の明示を省略するものとします。   

（９）物件に関する水害及び冠水・浸水想定については、入札前に水害ハザードマップ

及び内水ハザードマップを鴻巣市ホームページ等で確認してください。 

（10）本物件の建物は未登記であり、市では登記は行いません。 

４ 購入に必要な条件 

個人、法人を問わないものとします。 
ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当しない者とします。（これを代理人、支配

人その他の使用人として使用する者についても同様とします）。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３及び地方自治法施行令第

１６７条４の規定に該当する者 

（２）成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者及び破産者で復権を得ていない者 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続きの申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者。 

（４）税の滞納がある者（国税、市民税、固定資産税等）。 

（５）鴻巣市暴力団排除条例（平成２４年条例第２９号）第２条第１号及び第２号の規

定に該当する者 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員並びにこれら

と密接な関係を有する者 

５ 現地確認及び物件の調査 

  建物内の現地確認を希望する者は、電話で現地確認日を予約した後、予約日に現地

を確認してください。※外観等は予約不要で直接確認していただいて結構です。 

 （１）現地確認予約受付時間 

    ９時から１７時まで（※土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 

 （２）予約連絡先 
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   鴻巣市財務部資産管理課 電話０４８－５４１－１３２１ 内線２２８５ 

 （３）現地確認の実施時間 

    ９時から１６時まで（最終＝１５時開始） 

 ※予約時間以外は確認できません。確認時間は１時間程度です。 

（４）その他 

  ・駐車場は３台程度です。 

  ・物件調書はあくまで参考であり、現況を優先します。物件の調査をして、法

令上の制限等を十分に確認してください。 

６ 入札参加資格の審査について 

市は、 土地購入申し込み時に提出された書類により、 申込者 が購入条件を満た

す資格を有するかを 審査の上、 売却決定者として決定します。 

７ 契約の締結及び売買代金の支払い方法  

（１）売却決定者が決定したときは、その旨を売却決定者に文書をもって通知します。 

（２）市が発行する納入通知書兼領収書により、 売却決定の通知を受けた日から７日以

内に、 契約保証金として契約金額の１００分の１０（１円未満の端数切り上げ）に

相当する金額を納付してください。ただし、鴻巣市契約規則第１７条５号の規定に

より、契約締結日までに売買代金を一括納付する場合は、契約保証金を免除します。 

（３）入金の確認をもって、契約を締結します。 

（４）売却決定者が、売却決定の通知を受けた日から７日以内に契約を締結しない場合

には、売却決定者としての資格が失われます。 

（５）契約者は、売買代金から契約保証金を控除した額（残代金）を市が発行する納入

通知書兼領収書により、契約の締結の日から３０日以内に市の指定金融機関に納付

してください。なお、期限までに売買代金の納付が行われなかった場合は、契約保

証金は市に帰属することになります。 

８ 特約事項 

売買契約に当たっては、原則として次の特約事項を付します。なお、契約内容は、市

有財産売買仮契約書（案）を参照してください。 

（１）特約事項 

① 物件は、建物、地下埋設物、建物内の設備・備品等、その他存置物等を現況有

姿で引渡すこととします。建物、地下埋設物、建物内の設備・備品等、その他存

置物の除去や地盤改良等が必要であるときはすべて売却決定者の負担とします。 

② 売却決定者は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及び

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に該当する団体の構成員がその活動のために利用する公序良俗に反する用に
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供してはなりません。 

③ 売却決定者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に

規定する性風俗関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業の事

務所の用に供してはなりません。  

④ 建物は未登記であるため、売却決定者が使い続ける場合は、売却決定者の負担

において登記してください。なお、登記にあたって市の所有する資料（２ 建築物

の用途についてに記載のもの）は売却決定者へ提供するものとします。 

⑤ 売却決定者は、自己の負担において建物の解体を行う場合は、当該物件からア

スベストレベル３が検出されていることから、近隣住民に十分配慮し、大気汚染

防止法（令和２年法律第３９号）、石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第

２１号）、廃棄物処理及び清掃に関する法律その他関連法令を遵守のうえ実施して

ください。 

⑥ 物件の敷地内又は隣接地等に電柱、電線、ケーブル、ごみ置場、道路設置物（ガ

ードレール等）及び道路標識（カーブミラー等を含む）等がある場合、移設又は

撤去の可否の取扱いについては設置者又は管理者に問い合わせの上、適切に対応

してください。 

⑦ 物件の所有権移転後、売却決定者がその所有権を第三者に移転する場合には、

当該第三者に対し、本特約事項（１）②以降を書面によって承継してくだい。ま

た、売却決定者が当該物件を第三者に使用させる場合も同様です。 

（２）売却決定者が（１）の特約事項に違反した場合、鴻巣市に対して売買代金の１０

０分の３０に相当する金額を違約金として支払うこととします。 

９ 所有権の移転等 

（１）売買代金の納付が完了したときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡

したものとします。 

（２）所有権移転登記は、物件の引き渡し後、市が行います。 

（３）売買契約書（市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要

な登録免許税等、契約の締結及び履行に関し必要な一切の費用は
．．．．．．．．．

、売却決定者
．．．．．

の負
．．

担
．
となります。 

１０ 契約が解除された場合 

（１）市は売却決定者が支払った売買代金を返還し、売却決定者は物件を市に返還す

ることとします。当該返還金には利息を付しません。  

また、売却決定者が負担した契約の費用、売買物件に支出した必要費、有益費そ

の他一切の費用は償還しません。 

（２）売却決定者は、市が売却決定者にこの物件を引き渡した日から返還を受けた日

までの物件賃借料相当額を市の定める方法により市に支払うものとします。 
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（３）前項の物件賃借料相当額の年額は、鴻巣市行政財産の使用料に関する条例（平

成８年３月２９日条例第６号）に定めるところにより算定した、引渡しから契約の

解除をする間の各年の額とし、１年未満の物件賃借料相当額は、当該年額を日割り

計算により算出した額とします。 

１１ 問い合わせ先 

〒３６５－８６０１ 鴻巣市中央１番１号 
鴻巣市役所 財務部 資産管理課 
鴻巣市役所新館２階１６番窓口 
ＴＥＬ ０４８－５４１－１３２１ 内線２２８５ 
ＦＡＸ ０４８－５４２－９８１８ 


